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第 1 章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 

1. 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、準備

書及びその要約書を公告の日から起算して 1ヶ月間縦覧に供した。 

 

（1）公告の日 

令和元年 12月 4 日（水） 

 

（2）公告の方法 

① 日刊新聞による公告【別紙 1参照】 

下記の日刊紙に「公告」を掲載した。 

・ 令和元年 12 月 4日（水）付 北海道新聞（朝刊） 

・ 令和元年 12 月 4日（水）付 日刊宗谷（朝刊） 

 

② インターネットによるお知らせ【別紙 2～5参照】 

令和元年 12月 4 日（水）から、下記のホームページに「広告」を掲載した。 

・ 北海道のホームページ 

・ 稚内市のホームページ 

・ 豊富町のホームページ 

・ 株式会社 Looopのホームページ 

 

（3）縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 5 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により

縦覧を行った。 

① 関係自治体庁舎での縦覧 

・ 豊富町役場 

北海道天塩郡豊富町大通六丁目（一階 ロビー） 

・ 豊富町定住支援センター 

北海道天塩郡豊富町字豊富東一条六丁目 

・ 北海道宗谷総合振興局 

北海道稚内市末広四丁目二番二十七号（二階 保健環境部環境生活課） 

・ 稚内市役所 

北海道稚内市中央三丁目十三番十五号（二階 環境水道部環境エネルギー課） 

・ 稚内市役所 生活福祉部 沼川支所 

北海道稚内市大字声問村字沼川 

  



2 

 

② インターネットの利用による縦覧【別紙 2参照】 

・ 株式会社 Looopのホームページ 

 

（4）縦覧期間 

・ 縦覧期間：令和元年 12月 4日（水）から令和 2年 1月 6日（月）まで 

（土・日曜日および祝祭日を除く） 

・ 縦覧時間：午前 9時から午後 5時まで 

（豊富町定住支援センターは施設の開館時間・開館日に準じる） 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な

状態とした。また、環境影響評価準備書については、意見書提出期間の 1月 20日（月）ま

でインターネットの利用により閲覧可能とした。 
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2.環境影響評価準備書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 17条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会を

開催した。 

 

（1）公告の日及び公告方法【別紙 1～4参照】 

    説明会の開催公告は、準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

 

（2）開催日時、開催場所及び来場者数 

    説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

 

・開催日時：令和元年 12月 6日（金）11時 00分～13時 00分 

・開催場所：豊富町有明会館 （北海道天塩郡豊富町大字有明） 

・来場者数：9名 

 

・開催日時：令和元年 12月 6日（金）15時 00分～16時 00分 

・開催場所：豊富町定住支援センター会議室 （北海道天塩郡豊富町東一条六丁目） 

・来場者数：0名 

 

・開催日時：令和元年 12月 7日（土）10時 00分～12時 00分 

・開催場所：稚内総合文化センター会議室 （北海道稚内市中央三丁目） 

・来場者数：2名 

 

3.環境影響評価準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 18条の規定に基づき、環境保全の見地から意見を有する者の意見の

提出を受け付けた。 

 

（1）意見書の提出期間 

回収ボックスへの投函：令和元年 12月 4日（水）～令和 2年 1月 6日（月）まで 

郵送・メールによる提出：令和元年 12月 4日（水）～令和 2年 1月 20日（月）まで 

（郵送による意見の受け付けは当日消印まで有効とした。） 

 

（2）意見書の提出方法【別紙 6参照】 

環境保全の見地からの意見については、以下の方法により受け付けた。 

 ① 縦覧場所に設置した回収ボックスへの投函 

 ② 株式会社 Looopへの書面の郵送、電子メール 

 

（3）意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 7通であった。  
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第 2 章 環境影響評価準備書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と 

これに対する当社の見解 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、準備書について、環境の保全の見地から提出さ

れた意見は 7 件であった。準備書についての意見の概要並びにこれに対する事業者の見解は、

次のとおりである。 

 

 

環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解 

 

意見書 1 

No. 意見 事業者の見解 

1 

実質 2.5km 範囲（横）に 8 基はかなりこみ入って
ますね。希少猛禽類には危険が伴うのではと思われ
ます。それと TV 受信波の影響は出ていますが、ラジ
オ受信波は調査されたのでしょうか。私は平日オト
ンルイの風車群の横を週 5 日通りますが、カーラジ
オに影響があります。何波が影響しているのかわか
りませんがこの辺の調査も必要と思います。 

希少猛禽類への影響については、利
用頻度の高い飛翔ルート等からできる
限り離して風車の配置を検討するとと
もに、対象事業実施区域近傍に過年度
に確認された営巣地からできる限り風
車との離隔を設けることで、影響を回
避・低減できるように努めてまいりま
した。また、夜間に衝突・誘引する可能
性を低減するため、ライトアップは行
わず、航空法上必要な航空障害灯につ
いては、鳥類を誘引しにくいとされる
閃光灯を採用する方針です。 
周辺地域において、テレビ電波受信

の調査は行っているものの、ラジオ電
波受信についての調査は行っておりま
せん。テレビ電波受信は、周辺地域にお
いて、遮蔽障害及び反射障害が生じる
可能性は低いものの、一部地点におい
てフラッター障害となる可能性がある
と予測されており、ラジオ電波受信に
ついても同様の可能性があります。こ
のことから、本事業の実施に伴い、何ら
かの重大な障害が発生した場合には、
専門家からのヒアリング等を行い、適
切な受信対策を実施致します。 

 

意見書 2 

No. 意見 事業者の見解 

2 

私は有明地区に隣接する地区で酪農を営んでいま
す。風力発電機設置には大反対です。その理由は人
や家畜が生活する近くにおいて自然環境破壊、健康
被害が長期的におびやかされることが間違いなく想
像されるからです。安全なものであるなら考慮すべ
きであるが、各地いろんな被害の話が出ている以上
大反対である。 

風力発電機による人の健康影響や家
畜への影響との直接的な因果関係につ
いては明らかとなっていないものと認
識しておりますが、同時に、弊社では地
域の生活・自然環境への配慮について
は事業を行う上での最重要課題と考え
ております。当該地域の事業計画にあ
たっては、環境影響評価等を踏まえて、
可能な限りの環境配慮を行い、地域と
の共存・共栄を目指してまいります。 
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意見書 3 

No. 意見 事業者の見解 

3 

■縦覧方法 
環境影響評価図書の公開、一般住民への説明、事

業に対する理解が不十分なため、事業実施後に混乱
が起こる可能性があります。 
1.周知 

環境影響評価図書の縦覧・住民説明会の開催・意
見書募集の周知は、貴社のホームページに限らず、
回覧やポスター掲示、チラシ配布、関係機関の HP 上
掲載などの協力を得ることで、より多くの人に周知
するよう努力すべきです。豊富町のホームページに
掲載されていましたが、トップページではなかった
ため、一般町民の目にとまる機会はほとんどなかっ
たと思われます。次回からはトップページのお知ら
せに掲載してもらうようお願いすべきです。 

図書の縦覧・説明会の開催にあたっ
ては、弊社ホームページのみならず、地
元紙 2 紙での公告、豊富町を含めた関
係自治体ホームページでの告知を行
い、広く周知に努めました。また、住民
説明会も、豊富町及び稚内市において 2
日間に渡り計 3 回開催させて頂くとと
もに、地域の皆様の参加のし易さを考
慮して、土曜日の開催を計画しました。
今後も公表資料などにつきましては、
できる限り皆様の目にとまるように、
関係自治体ホームページ掲載箇所の働
きかけなどに努めてまいります。 

4 

2.閲覧方法 
図書は縦覧期間や縦覧場所が限られており、イン

ターネット上の閲覧ではダウンロードや印刷ができ
ず、可能な操作が限られていて非常に閲覧しづらい
です。数百ページもある環境影響評価図書を縦覧場
所や PC 上のみで閲覧しながら、または縦覧場所で図
書を確認しながら意見書を作成することは現実的な
方法ではありません。図書の内容が実際と齟齬がな
いか精査することは、環境影響評価の信頼性を確保
するうえで極めて重要です。このため閲覧期間に限
らず地域の図書館などで図書を常時閲覧可能にし、
遠方に在住の方向けに随時インターネットで閲覧・
ダウンロード・印刷可能にすべきです。オトンルイ
の建て替えの環境影響評価では配慮書・方法書など
の図書の閲覧がインターネット上で縦覧期間に限ら
ず常時閲覧可能となっています。地域住民との合意
形成を図るためには、透明性と情報に関する公平性
が不可欠です。 

今回の環境影響評価準備書はまだ最
終確定段階でなく、環境保全の見地か
らの意見書作成という目的以外での利
用を防止するため、弊社ホームページ
による公表は意見書提出期間までと
し、コピーや印刷は不可とさせていた
だきました。 
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3.住民説明会 
公告から住民説明会までの期間が 2 日間しかな

く、住民が図書縦覧を知り、図書の内容を確認する
時間が十分にありませんでした。説明会は多くの住
民が参加しなければ開催する意味がありません。以
後は公告から説明会までに十分な期間を空けて行う
べきです。 

今回の環境影響評価準備書の住民説
明会の開催にあたっては、弊社ホーム
ページのみならず、地元紙 2 紙、関係自
治体ホームページでの告知を行い、広
く周知に努めました。開催日について
も、地域の方とも事前に相談の上、決定
しましたが、会場の都合等もあり、公告
から説明会の開催までの期間が短くな
ってしまいました。今後、地域の方など
に様々な場面で説明する機会があるか
と思いますが、開催周知から開催まで
の期間を十分に設けるように努めてま
いります。 
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■植物 
6 号機周辺の改変工事によりエゾナミキソウの生育
環境が失われることが予測されるため、設置箇所を
移動するべきです。移動が難しい場合は代償措置を
行い、事後調査で生息調査を行うことより改変状況
等を確認するべきです。 

今後、詳細設計を行う上では、作業道
の拡幅及び作業道の作業ヤード造成に
係る範囲の見直しを行うことにより、
希少植物の生育地改変の回避を検討い
たします。万が一、回避が困難な場合に
は、移植等の保全措置を実施いたしま
す。また、移植後の生育状況等について
事後調査を行って確認いたします。 
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■鳥類 
1.海ワシ類（オジロワシ・オオワシ） 
（公財）日本野鳥の会の調査によると、11 月から 12
月にサケが遡上する稚内市の増幌川に滞在した海ワ
シ類が、河川が凍結してサケが獲れなくなる 12 月下
旬頃に多く南下することが明らかになっています
（調査結果は御社に提供済み）。その結果によると、
海ワシ類は直線的に南下する御社の 11 月上旬頃の
結果とは若干異なり、やや旋回し時にはタカ柱を形
成しながら、少し滞在しつつ移動し、より 7-8 号機
に近い上空を移動経路として利用していることが明
らかになりました。日本野鳥の会の結果では海ワシ
への影響が御社の結果より大きくなっていることが
予測されます。この結果を踏まえて、海ワシの渡り
経路を阻害しないように風車の位置を西に移動させ
るべきです。 

海ワシ類への影響については、利用
頻度の高い飛翔ルート等をできる限り
除外して風車の配置を検討すること
で、影響を回避・低減できるように努め
てまいりました。今後、詳細設計を行う
上では、更に西側に移動できないか、検
討してまいります。 

8 

2.チュウヒ 
図書の図の縮尺が小さいことが原因で、繁殖地周辺
におけるチュウヒの動きが非常に確認しづらいので
拡大図を追加すべきです。平成 30 年の飛翔軌跡は、
月別の記録が載せられていないため判断が難しいで
すが、繁殖していない平成 29 年の飛翔軌跡と比較し
ても明らかに飛翔軌跡が多く集中しているため、実
際には繁殖していた（もしくは途中で失敗した）可
能性があります。今後も繁殖や餌場として利用する
可能性があるため、チュウヒの巣に近い 4 号機と 5
号機、中央部のヤードの位置を巣から十分に離れた
位置に移動すべきです。Senzaki et al. （2017）に
よると工事箇所から 2km 以内で繁殖に負の影響が出
るとされています。工事の際には監視員としての調
査員を立てたうえで、チュウヒの繁殖や採餌場とし
ての利用に影響がないか細心の注意を払いながら行
うべきです。 

ご指摘のとおり、チュウヒは平成 30
年度には繁殖兆候までは示したが、繁
殖しなかったのではないかと考えてい
ます。平成 28 年度の鳥学会において、
北海道北部での生息するチュウヒが同
一個体であっても繁殖エリアを変える
事例等も報告されており、本事業地周
辺においても、つがい交代なども含め
て、同じようなことが起こった可能性
もあると考えられます。 
拡大図でのチュウヒ飛翔ルート表示

については検討いたしますが、本飛翔
図については、希少生物に係る非公開
情報を含んでいるため、基本的には公
開は差し控えさせて頂きたいと思いま
す。 
なお、チュウヒについては、採餌場と

しての利用は継続して確認されてお
り、また、再び営巣する可能性があるこ
とから、工事実施前から事後調査を実
施し、万が一、営巣が確認された場合に
は専門家の意見等を踏まえて、継続の
要否を判断致します。 
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■両生類 
6 号機周辺の改変工事によりエゾサンショウウオの
繁殖環境であるヨシ湿原が失われることが予測され
るため、設置箇所を移動するべきです。移動が難し
い場合は代償措置を行い、事後調査で生息調査を行
うことにより生息環境が残っているか等を確認すべ
きです。 

6 号機周辺においては、工事開始前に
自主的なモニタリング（環境監視）を行
い、万が一、改変域にエゾサンショウウ
オ（個体、卵嚢）が確認された場合には、
移植等の環境保全措置を実施いたしま
す。 
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■景観 
サロベツ湿原センターの西側にある旧ビジターセ

ンター付近はサロベツの国立公園を代表する景観が
見られる場所です。海岸方向の利尻山だけでなく、
海岸方向から車で移動してきた際に東側の円山方向
に広がる広大な空間が魅力の場所です。風車の建設
によりこの円山のスカイラインの上から突き出した
風車群が累積的に水平見込み角 7.2 度の範囲で見え
ることになり、サロベツ国立公園の資質である雄大
な景観が大きく損なわれことが懸念されます。現状
でも天気の良い日は旧ビジターセンター付近から有
明よりも遠く離れた既存のサラキトマナイ風車やオ

ご意見のとおり、事業地の周辺には、
国立公園を代表するサロベツ原野など
の素晴らしい自然があり、本事業にお
いてはこれらの環境やそこから見る景
観への影響を適切に予測・評価して、影
響を可能な限り回避・低減しました。色
彩は、周辺景観との調和を図るため、風
力発電機を明灰色に塗装する方針で
す。また、樹木の伐採を最小限とし、造
成により生じた切盛法面は地盤の状況
に応じた適切な緑化を行い、植生の早
期回復を図ります。 
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トンルイの風車群が見えるため、サロベツ湿原セン
ターの管理委託を受けているサロベツ・エコ・ネッ
トワークとしては、サロベツ国立公園の景観が損な
われていると感じています。この状況で、さらに近
い場所における風車の建設は景観のさらなる悪化だ
けでなく、観光資源への影響も懸念されます。その
景観を保全するために、スカイラインから突き出た
風車の建設は避けるべきです。 

豊富温泉の北側に広がる大規模草地は独特の丸み
を帯びた丘が連なる周氷河地形上に造成された牧草
地です。大規模草地の周りには巨大な人工物がない
周氷河地形上の牧草地が広がっています。ここは牧
草地として利用されているだけでなく、豊富温泉に
近いので豊富町の観光の拠点としても利用されてき
ました。豊富市街地からはサイクリングロードが大
規模草地までつながっており、独特の景観を保全す
るために、送電線を地下に埋め込むなどの特別な配
慮が行われてきました。この独特の景観を求めて、
全国から多くの人が訪れ、想像していたような北海
道の牧草地の風景であるとして高い評価を受けてい
ます。例えば、2016 年に開催された韓国人のモニタ
ーツアーで道北地方を周遊した結果、最も印象に残
った場所が大規模草地でした。毎年多くのバイクや
自転車乗りが、大規模草地を訪れます。稚内市の宗
谷丘陵にも北海道遺産に指定された周氷河地形はあ
りますが、すでに多くの風車が建設されているため、
巨大な人工物がない景観ではなくなっています。こ
のため、大規模草地はしばしば歴史映画の戦場ロケ
地となっています。撮影に訪れた映画製作会社の人
は日本にもこのような景観が残っていたことに驚い
ていました。その美しい景観を利用して自転車レー
スのスタート地点とゴール地点として毎年利用され
ています。2009 年のツールド北海道では大規模草地
がコースとして利用されました。大規模草地は日中
だけでなく、星空の観察地としてとしても利用され
ています。以上から大規模草地から水平見込み角
16.3 度の範囲で風車が累積的に見えることにより
巨大建築物がない景観が大きく損なわれ、航空灯に
より夜間の星空観察にも影響が出ることにより、観
光資源が損なわれる可能性があります。以上から大
規模草地からの景観を損なう風車の建設は避けるべ
きです。 

景観は環境影響評価で垂直見込み角のみによって
評価されていますが、この地方では広々とした風景
そのものに価値があるため、圧迫感の有無による評
価基準は合いません。視認可能な垂直見込み角 1 度
以内では何本並んでいても 1 本でしか評価されない
という判断基準では地域の景観の価値を適切に評価
することができません。風車は水平に複数が並んで
いると一体のものとして見えるため、1 本 1 本の高
さではなく、ローターを含む球形としての累積的な
風車全体水平見込み角によって評価すべきです。景
観の評価は古い一つの指針に依存するのではなく、
地元観光業者や自然保護団体などから意見を聞きな
がら、協議会などで議論をし、地域の環境と意向を
十分に考慮したうえでその影響を評価すべきです。 

なお、「国立・国定公園内における風
力発電施設の審査に関する技術的ガイ
ドライン」（環境省、平成 25 年 3 月）
において、垂直見込角が 0.5°以下であ
れば、気象条件や太陽光線の状態等に
よっては視覚的に判別しにくい（見え
にくい）状況になるとしています。サロ
ベツ湿原センターからの風車の見えの
大きさ（垂直視野角）は 0.5 度程度と
予測され、影響は小さいものと考えて
おります。 
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11 

■累積的影響の評価 
現在稼働または計画されている周辺の他事業者との
累積的影響について評価すべきです。 

環境影響評価準備書作成段階におい
て、周辺事業者に対し予測条件等の依
頼をしましたが、検討段階であるとの
理由から入手できませんでした。その
ため、準備書段階では累積的影響を考
慮していない状況となっています。 
一方、昨今、近接事業の環境影響評価

書も公告・縦覧されたことから、今後
は、再度関係機関と協議の上、改めて累
積的な影響の実施について検討いたし
ます。 

12 

■協議会 
これらの調査結果の評価は、野鳥保護団体や地元の
団体・観光関係者・地元自治体などを含めた開かれ
た協議会の場で行うべきです。 

環境影響評価の内容については、広
く皆様に公開するとともに、地域の皆
様にも順次ご説明を行って、意見聴取
を行っております。他の事業者が設置
する協議会等についても、今後、可能な
限り情報収集に努めてまいります。 

 

意見書 4 

No. 意見 事業者の見解 

13 

■コウモリ類について 
欧米での風力発電アセスメントにおいて、最も影

響を受ける分類群としてコウモリ類と鳥類が懸念さ
れており（バット＆バードストライク）、その影響
評価等において重点化されている。 

国内でもすでに風力発電機によるバットストライ
クが多数起きており、確実に起きる事象と予測して
影響評価を行うべきである。 

このことを踏まえて環境保全の見地から、本準備
書に対して以下の通り意見を述べる。 

なお、本意見はそれぞれが関連していることから
集約・要約しないこと。 

ご指摘のとおり、風力発電機による
バットストライクは国内でも報告があ
ることから、起こり得る事象であるこ
とは、十分に認識しております。これら
の認識の下、コウモリ類については、専
門家に助言を頂きながら調査・予測・評
価を実施しております。 
なお、本資料では、ご意見の内容は要

約せずに、全文を記載しました。 

14 

1.事業者はＰ295 において「予測評価に関しては、
現地調査での捕獲状況や専門家等の助言を得なが
ら、適切に環境影響評価の予測及び評価を行うこと
としています」と述べているが、準備書作成段階で
コウモリ類の専門家にヒアリングを行わずに予測評
価を行った理由を述べること。 

準備書作成段階においても、予測及
び評価、環境保全措置の内容等につい
て、北海道のコウモリ類に精通した専
門家へのヒアリングを実施しておりま
す。 

15 

2.Ｐ570 からの調査結果において、バットディテク
ターを用いた 2 手法の調査結果は、その調査意義か
ら地点別日別に図示する必要がある。 

バットディテクターを用いた長期間
調査では、対象事業実施区域周辺でバ
ットディテクターの自動録音を行い連
続観測しております。 
一方、高高度調査では、概ねの風車位

置選定を行い、その近傍において高高
度に一晩バットディテクターを設置し
て調査を行っております。 
また、調査結果は地点毎に示すとと

もに、長期間調査については月毎の結
果を資料編に示しております。高高度
調査の調査結果も調査回毎にわかるよ
うに、評価書において訂正いたしま
す。 

16 
3.Ｐ630 の図は非常に見にくいため、捕獲と音声の
結果に分けるべきである。 

コウモリ類については、確認方法（捕
獲及び音声）がわかるような図に、評価
書において訂正いたします。 
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17 

4.事業者はＰ296 の「バットディテクター自動録音
法について」の「②解析された記録は、時期・時間
帯、気象条件との関連を示すこと」に対する見解に
おいて「ご意見を参考に準備書以降においては、分
かりやすく明確に記載するよう努めます」と記載し
ているが、分かりやすい記載がない、自らに見解通
りに示すべきである。 

バットディテクター自動録音による
コウモリ類の確認状況と気象条件等と
の関連について、評価書において、別図
のような図を示して、分かりやすく記
載いたします。 
 
 

18 

5.捕獲調査における「ホオヒゲコウモリ属の一種」
が同定できなかった理由を記し、その個体の同定根
拠となる部位の写真、計測値、音声データを示すこ
と。 

捕獲調査で、ハープトラップ内にコ
ウモリ類が落ちてから、すぐに逃げ出
したため、目視による確認となってお
り、その特徴からホオヒゲコウモリ属
の一種としました。評価書においては、
目視による確認に訂正いたします。 

19 

6.捕獲されたにもかかわらず、コウモリの種が同定
できない業者には環境影響評価を委託するべきでは
ない。委託先はＰ1099 の「日本工営株式会社（有本
龍二）」および「ユニオンデーターシステム株式会
社（前澤央所）」で間違いはないか。 

ホオヒゲコウモリ属の一種とした理
由については、前述のとおりです。環境
影響評価の委託先は「日本工営株式会
社」および「ユニオンデーターシステム
株式会社」で間違いございません。 

20 

7.「ホオヒゲコウモリ属の一種」は直ちに種同定を
行い、予測評価をやり直すこと。先般公表された「上
ノ国第二風力発電事業（電源開発株式会社）」の環
境影響評価書では、準備書以降においても「ヒナコ
ウモリ科の一種」とした不明種で扱い、評価書にお
いてそれが「コヤマコウモリ（環境省絶滅危惧種）」
であったことを個体確認から約 2 年後に公表した。
このように種の同定能力の低さは環境影響評価の信
頼性を損なうものである。 

ホオヒゲコウモリ属の一種とした理
由については、前述のとおりで、評価書
においては、目視による確認に訂正い
たします。 

21 

8.Ｐ745 からの各コウモリ類の「ブレード・タワー
等への接近・接触」の影響予測において、「フェザ
ーモードを実施することから、コウモリ類の飛躍が
多くなる弱風時における影響は小さいものと予測す
る」と記載されているが、具体的な弱風速値、カッ
トイン風速値を示すこと。 

表 2.2-7 に示すとおり、本事業の風
力発電機のカットイン風速は、3.0m/s
を予定しております。現地調査結果等
から、コウモリ類の飛翔が 3.0m/s 以下
において多くなることが明らかとなっ
ており、これらの結果から、一定の風速
以下において、風車の羽を動かさない
フェザーモードを採用することで、コ
ウモリ類に対する環境保全措置になり
得るものと考えております。 

22 

9.Ｐ745 からの各コウモリ類の「ブレード・タワー
等への接近・接触」の影響予測において、「フェザ
ーモードを実施することから、コウモリ類の飛躍が
多くなる弱風時における影響は小さいものと予測す
る」と記載されているが、本調査の結果から風速別
のコウモリ類の出現状況を示す必要がある。 

現地調査結果等から、コウモリ類の
飛翔が 3.0m/s以下において多くなるこ
とが明らかとなっており、これらの結
果から、一定の風速以下において、風車
の羽を動かさないフェザーモードを採
用することで、コウモリ類に対する環
境保全措置になりうるものと考えてお
ります。前述のとおり、コウモリ類の確
認状況と気象条件等との関連について
は、評価書において、別図のような図を
示して、分かりやすく記載いたします。 

23 

10.Ｐ745 からの各コウモリ類の「ブレード・タワー
等への接近・接触」の影響予測において、「フェザ
ーモードを実施することから、コウモリ類の飛躍が
多くなる弱風時における影響は小さいものと予測す
る」と記載されていることについて、これは保全措
置の結果ではないのか。 

ご指摘のとおり、フェザーモードの
実施が、環境保全措置の一つと考えて
おります。記述は、コウモリ類の飛翔が
多くなる弱風時において、環境保全措
置としてフェザーモードを実施するこ
とで、影響は小さくなる旨を予測した
意味合いで記述しております。 

24 
11.事後調査報告書は期間を定めずに公表すること。 事後調査報告書については、法令に

基づいて適切に対応いたします。 
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（コウモリ確認数は BT1～3の 3地点の合計で表した） 

 

別図 コウモリ類の確認状況と気象条件等との関連 
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意見書 5 

No. 意見 事業者の見解 

25 

動植物への影響について、不確実性を伴うという
評価があり、また、人体や家畜等への影響について
も安全性が確保されないなかでの風車建設には大き
な不安を感じる。景観についても、主要な眺望点の
眺望景観に与える影響は小さいとしているが、風車
は、人工物の少ない現地の魅力的風景を損なう建造
物であり、風車の大きさに対し、住宅等からの距離
が十分に確保されておらず、人によっては不快感を
持つものである。本事業により地域や町民が何らか
の被害を受けた場合の保障は何もない。現在住まう
地域住民にとってはもちろんのこと、今後地域の未
来を担う世代や新規就農等で移住しようとする若い
世代に対し配慮に欠ける事業である。本事業に関し、
地域住民及び町民に対する情報開示がわかりにく
く、かつ不便である。結果として事業者は一部町民
の意見しか得ることができず、説明会もかたちだけ
のものと感じる。以上をふまえ、事業者には今一度、
この地域への風車建設が適正かどうか熟慮していた
だきたい。 

風力発電機による人の健康影響や家
畜への影響との直接的な因果関係につ
いては明らかとなっていないものと認
識しておりますが、同時に、弊社では地
域の生活・自然環境への配慮について
は事業を行う上での最重要課題と考え
ております。 
また、景観について、色彩は、周辺景

観との調和を図るため、風力発電機を
明灰色に塗装する、樹木の伐採を最小
限とし、造成により生じた切盛法面は
地盤の状況に応じた適切な緑化を行
い、植生の早期回復を図るなど、主要な
眺望点、身近な眺望点からの眺望景観
への影響を適切に予測・評価して、影響
を可能な限り回避・低減しました。 
当該地域の事業計画にあたっては、

環境影響評価等を踏まえて、可能な限
りの環境配慮を行い、地域との共存・共
栄を目指してまいります。 

 

意見書 6 

No. 意見 事業者の見解 

26 

超低周波音の人体への影響については、今だに不
確実な要素が多くある。また事業主側の認識として
も「確実に安全だとは言い切る事はできない」との
現状の中で、このまま事業を押し進める事は、周辺
住民の健康に深刻な結果をもたらす恐れがあるので
はないのか。何故、これほどまでに民家に接した距
離において、この事業を行う必要があるのかについ
ての説明が不足している印象を拭えない。また、風
車建設の工事用資材の運搬ルート沿いには、小さい
子供のいる民家が存在する。その道路は幅 5m の細い
町道である。小さな子供が付近で遊ぶ至極狭小な道
路を、重量物を積載した大型車両が日に何十台も通
過するのは健全な状態とは言えないだろう。風車建
設予定地の内、そのいくつかは 100ｍ程の丘の上に
なる計画とある。その丘に風車自体の高さを加える
と実に 250ｍに迫る大きさとなり、地上から見上げ
る時には、正に上空から覆い被さるようになる。民
家から数百メートルの距離にこれだけの、しかも稼
働する構造物を建てることは、周辺住民の生活圏の
景観・眺望に多大な影響を与える事は疑う余地のな
い事だ。風車の影について、その影響が確認された
場合は、カーテンやブラインド、植樹などで対応と
あるが、何故周辺の住民が、自然の太陽光を遮られ
た生活を強いられるのか疑問である。私自身、再生
可能エネルギー事業の推進には大いに賛成である。
しかしながら、地球の自然を保護し、人間の生活の
質を向上させるべきであるそれ自体が、野生の自然
に負の影響を与え、住民の生活に影を落とすもので
あってはならないと思う。事業主には、建設予定地
の精査を今一度お願いしたい。 

風力発電機からの超低周波音の影響
については、ISO-7196 に示される「超
低周波音を感じる最小音圧レベル」を
下回っているという環境影響評価の結
果等から影響は小さいと考えておりま
すが、風力発電機による超低周波音の
人体への健康影響との直接的な因果関
係については明らかとなっていないも
のと認識しております。 
工事用車両の走行については、地域

の意向等を可能な限り踏まえ、地域が
安心できる工事計画を作成するととも
に、工事関係者にも環境配慮を十分の
行うように周知するなど、安全対策を
徹底します。 
景観については、色彩は、周辺景観と

の調和を図るため、風力発電機を明灰
色に塗装する、樹木の伐採を最小限と
し、造成により生じた切盛法面は地盤
の状況に応じた適切な緑化を行い、植
生の早期回復を図るなど、主要な眺望
点、身近な眺望点からの眺望景観への
影響を適切に予測・評価して、影響を可
能な限り回避・低減しました。 
風車の影についても、指針値を下回

っているという環境影響評価の結果等
から影響は小さいと考えておりますが
居住宅の計画地側には中高木の常緑樹
や 2 階建高さの倉庫等が位置し、影響
はより低減されると考えています。 
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26 

 弊社では地域の生活・自然環境への
配慮については事業を行う上での最重
要課題と考えております。地域の方々
とは、今後もコミュニケーションを密
にとりながら真摯に対応していきたい
と思います。 

 

意見書 7 

No. 意見 事業者の見解 

27 

1.本事業者（Looop リニューアルブルエナジー合同
会社と委託先である「日本工営株式会社」及び「ユ
ニオンデーターシステム株式会社」が、コウモリ類
の保存措置として、カットイン風速（風力発電機が
発電を開始する風速）以下のフェザーモード（ブレ
ードは風を受け流す向きとなること）を実施するこ
とは評価される（P845）。しかし、保全措置の検討過
程において不適切な記載がある。以下の指摘をふま
え、保全措置を追加・検討すること。 

ご意見、ありがとうございます。現地
調査結果等から、コウモリ類の飛翔が
低風速域において多くなることが明ら
かとなっており、これらの結果から、一
定の風速以下において、風車の羽を動
かさないフェザーモードを採用するこ
とで、コウモリ類に対する環境保全措
置になり得るものと考えております。 

28 

2.本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイ
ン風速以下であってもブレードは回転するのか？ 

表 2.2-7 に示すとおり、本事業の風
力発電機のカットイン風速は、3.0m/s
を予定しております。このカットイン
風速以下においては、フェザーモード
を採用する予定で、羽が並行になり、ブ
レードはほとんど回転しないことには
なりますが、自然の風や惰性等によっ
て回転してしまう場合もございます。 

29 

3.本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイ
ン風速を任意に変更できるのか？ 

メーカーにもよりますが、基本的に
カットイン風速を変更することは可能
です。今後、風力発電機メーカー等とも
相談の上、カットイン風速等の弾力的
運用について検討してまいります。 

30 

4.本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイ
ン風速以上の弱風時にフェザーモード（風力発電機
のブレードを風に対して並行にし回転を止めるこ
と）を実行できるのか？ 

メーカーにもよりますが、基本的に
カットイン風速以上の風速でも、羽を
並行にしてほとんど回転させないフェ
ザーモードとすることは可能です。 
ただし、本事業では、現地調査結果等

から、コウモリ類の飛翔が 3.0m/s 以下
において多くなることが明らかとなっ
ており、これらの結果も踏まえ、風力発
電機のカットイン風速を、3.0m/s とす
る予定です。 

31 

5.風速とコウモリの活動量の相関を示すこと。 
本事業は風力発電事業だが、「風速とコウモリの活動
量の相関」を一切記載しない合理的理由を述べよ。 

前述のとおり、コウモリ類の確認状
況と気象条件等との関連については、
評価書において、別図のような図を示
して、分かりやすく記載いたします。 

32 

6.コウモリ類の保全措置として、「カットイン風速
（3m/s）以下」のフェザーモードだけでは足りない。
なぜならコウモリは風速 3m/s 以上でも活動してい
るからだ。よって、コウモリの保全措置として、コ
ウモリの活動量が多い風速も「フェザーモード」を
行うこと。 

現地調査結果等から、コウモリ類の
飛翔が 3.0m/s以下において多くなるこ
とが明らかとなっており、これらの結
果から、風速 3.0m/s において、風車の
羽を動かさないフェザーモードを採用
することように設定いたしました。 
なお、施設の稼働によるコウモリ類

への影響の予測については、不確実性
を伴うため、環境影響評価準備書に記
載したとおり、事後調査においてバッ
トストライクの有無を確認し、環境影
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響の程度が著しいことが明らかになっ
た場合は、専門家の助言等を得て、状況
に応じた更なる効果的な環境保全措置
を講じる予定です。 

33 

7.「3m/s」とした科学的根拠を述べよ。 
事業者は、コウモリ類の保全措置としてカットイン
風速以下の風速時にのみ保全措置（フェザーモード）
を行うという。 
風力発電機のカットイン風速は 3m/s とある。（P53）。
つまり、本事業においてコウモリ類の保全措置の閾
値（コウモリ類保全にとって最も重要な論点）は
「3m/s」ということだが、事業者が閾値を「3m/s」
と決定した科学的根拠を述べないかぎり、それは事
業者の「主観」に過ぎない。 
コウモリ類の保全措置の閾値は、事業者が恣意的（主
観的）に決めるべきではない。なぜなら、仮に保全
措置を「主観で決めることが可能」、とすれば、アセ
ス手続きにおいて科学的な調査や予測など一切行う
必要がないからだ。 

現地調査結果等から、コウモリ類の
飛翔が 3.0m/s以下において多くなるこ
とが明らかとなっており、これらの結
果から、風速 3.0m/s において、風車の
羽を動かさないフェザーモードを採用
することように設定いたしました。 
なお、施設の稼働によるコウモリ類

への影響の予測については、不確実性
を伴うため、環境影響評価準備書に記
載したとおり、事後調査においてバッ
トストライクの有無を確認し、環境影
響の程度が著しいことが明らかになっ
た場合は、専門家の助言等を得て、状況
に応じた更なる効果的な環境保全措置
を講じる予定です。 

34 

8.「3m/s」とした科学的根拠を述べよ。 
事業者はコウモリ類の保全措置としてカットイン風
速以下の風速時にのみ保全措置（フェザーモード）
を行うという。 
本準備書に解析結果が記載していない（あるいは恣
意的に隠している）ので分からないが、他事業の結
果より類推すると、対象事業実施区域のコウモリ類
が「3m/s よりも速い風速」で活動している可能性は
高い。 
仮に事業者が「適切な保全措置」を実施するならば、
科学的根拠、つまり「バットディテクター自動録音
調査（高高度調査）の結果」を踏まえ、専門家との
協議により「保全措置の閾値」を決めるべきではな
いのか。 

現地調査結果等から、コウモリ類の
飛翔が 3.0m/s以下において多くなるこ
とが明らかとなっており、これらの結
果から、風速 3.0m/s において、風車の
羽を動かさないフェザーモードを採用
することように設定いたしました。 
なお、施設の稼働によるコウモリ類

への影響の予測については、不確実性
を伴うため、環境影響評価準備書に記
載したとおり、事後調査においてバッ
トストライクの有無を確認し、環境影
響の程度が著しいことが明らかになっ
た場合は、専門家の助言等を得て、状況
に応じた更なる効果的な環境保全措置
を講じる予定です。 
 

35 

9.コウモリ類の事後調査について 
コウモリ類の事後調査は、「コウモリの活動量」、「気
象条件」、「死亡数」を調べること。コウモリの活動
量と気象条件は死亡の原因を分析する上で必須であ
る。「コウモリの活動量」を調べるため、ナセルに自
動録音バットディテクターを設置し、日没 1 時間前
から日の出 1 時間後まで毎日自動録音を行い、同時
に風速と天候も記録すること。 

環境影響評価準備書に記載のあるコ
ウモリ類の活動量調査は、対象事業実
施区域の活動状況を季節別に把握する
ことを目的として実施しております。
事後調査では、環境保全措置として導
入するフェザーモードの効果の確認を
目的として、バットストライクの有無
の確認調査を実施いたします。 

36 

10.コウモリ類の死骸探索調査について 
コウモリの死骸は小さいため、カラスや中型哺乳類
などにより持ち去られて短時間で消失してしまう。
コウモリについては最低でも月 4 回以上の死骸探索
を行うべきだ。月 1～2 回程度の頻度では、コウモリ
の事後調査として不適切である。 

事後調査では、バットストライクの
有無の確認調査（死骸探索調査）を実施
いたしますが、調査回数については最
新の科学的知見や専門家からの助言等
を参考にしながら、必要に応じて適切
な調査回数を検討いたします。 

37 

11.コウモリ類の死骸探索調査について 2 
前途の意見について事業者は「生物調査員による事
後調査は月 2 回とし、あと 2 回は定期点検のついで
におこなう」と回答するかもしれないが、定期点検
をする者と生物調査員とではコウモリ類の死骸発見
率が全く異なることが予想される。「コウモリ類の死
骸消失率」、「定期点検者と生物調査員、それぞれの
コウモリ類の死骸発見率」を調べた上で、「適切な調
査頻度を客観的に示す」こと。 

事後調査については、最新の科学的
知見や専門家からの助言等を参考にし
ながら、必要に応じて適切な調査回数
を検討いたします。なお、確認頻度を増
やす観点から、日常の定期点検時にお
いても補足的な確認を行います。 
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38 

12.コウモリ類の死骸探索調査は有資格者が実施す
ること。 
コウモリ類の体は非常に小さく、地面に落ちた死骸
は、そう簡単には見つけられない。コウモリ類の死
骸探索は、観察力と集中力が必要とされる専門的な
調査であり、十分な経験を積んだプロフェッショナ
ル（生物調査員）が実施するべきである。よって、
コウモリ類の死骸探索調査については、「すべて」生
物分類技能検定 1 級（哺乳・爬虫・両生類分野）等
の有資格者が実施し、「透明性」を確保すること。 

事後調査では、バットストライクの
有無の確認調査（死骸探索調査）を実施
いたしますが、調査体制については最
新の知見や専門家からの助言等を参考
にしながら、適切な調査体制を検討い
たします。 

39 

13.月 2 回程度の死骸探索調査など信用できない。 
コウモリの死骸はスカベンジャーに持ち去られて 3
日程度で消失することが明らかとなっている*。仮に
月 2 回程度の事後調査で「コウモリは見つからなか
った」などと主張しても、信用できない。 
*平成 28 年度～平成 29 年度成果報告書風力発電等
導入支援事業環境アセスメント調査早期実施実証事
業環境アセスメント迅速化研究開発事業（既設風力
発電施設等における環境影響実態把握Ｉ報告書）
P213.NEDO,2018. 

事後調査では、バットストライクの
有無の確認調査（死骸探索調査）を実施
いたしますが、調査体制については最
新の知見や専門家からの助言等を参考
にしながら、適切な調査体制を検討い
たします。 

40 

14.事後調査はナセルに自動録音バットディテクタ
ーを設置し周年調査すること。 
事後調査は、毎週 1 回以上の死骸探索調査のほか、
ナセルに自動録音バットディテクターを取り付け、
ブレードの回転範囲におけるコウモリ類の活動量を
周年調査すること。 

環境影響評価準備書に記載のあるコ
ウモリ類の活動量調査は、対象事業実
施区域の活動状況を季節別に把握する
ことを目的として実施しております。
事後調査では、環境保全措置として導
入するフェザーモードの効果の確認を
目的として、バットストライクの有無
の確認調査（死骸探索調査）を実施いた
します。調査体制については最新の知
見や有識者の助言を参考にしながら検
討いたします。 

41 

15.意見は要約しないこと。 
意見書の内容は、貴社側で要約しないこと。要約す
ることで貴社の作為が入る恐れがある。 
事業者見解には、意見書を全文公開すること。 

本資料では、ご意見の内容は要約せ
ずに、全文を記載しました。 
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【別紙 1】日刊新聞による公告 

 

・ 令和元年 12 月 4日（水）付 北海道新聞（朝刊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 令和元年 12 月 4日（水）付 日刊宗谷（朝刊） 
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【別紙 2】インターネットによるお知らせ（北海道ホームページ） 
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【別紙 3】インターネットによるお知らせ（稚内市ホームページ） 
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【別紙 4】インターネットによるお知らせ（豊富町ホームページ） 
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【別紙 5】インターネットによるお知らせ（株式会社 Looopホームページ） 
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【別紙 6】記入用紙 

 




